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３－５地球環境に優しく持続可能な低炭素社会・エネルギー先進圏の形成 

戦略目標４ 拠点都市圏と多自然居住地域の交流による都市自然交流圏の形成 

４－１広域的な都市的利便性を実現する拠点都市圏の形成と集約型都市構造への転換 

４－２水・緑・食・安全等の互恵関係を実現する都市自然交流軸の形成 

戦略目標５ 生活中心都市を核とした安心でゆとりある基礎生活圏の形成 

５－１生活支援機能の維持・向上等を実現する基礎生活圏と生活文化交流軸の形成 

５－２誰もが安心とゆとりを実感できる子育て・生活環境の形成 

５－３生活活動に密着した地域産業の新たな展開 

戦略目標６ 離島・半島、中山間地域等の地理的制約を克服する豊かな定住環境の形成 

６－１地理的制約を克服する生活イノベーションの展開 

６－２離島地域における海洋性気候等に恵まれた豊かな定住環境の形成 

戦略目標７ 九州圏の各地域の個性を活かした先導的な地域づくり 

７－１恵まれた地域資源を活用した先導的で創造性あふれる地域づくり 

７－２多様な活動主体を基軸とした地域づくりと地域の担い手育成 

 
 
２．モニタリングの基本的考え方 

当計画の実施に当たり、九州圏を取り巻く内外の情勢変化や動向に柔軟に対応しながら、計

画の実効性を高めるとともに、着実な推進を図っていく必要がある。このため、計画のモニタ

リングとして、毎年度、計画の進捗状況を把握・検証することにより、推進に向けた課題への

対応等について検討を行うことで、計画をより一層推進するとともに、計画の実効性を高める

取組の実施として、九州圏広域地方計画協議会の各構成機関や既存の多様な連携主体において

実施中の取組を着実に実施していくこととする。また、過年度において実施した各取組につい

て、今後、さらに拡充を目指す取組を行い、より一層の連携・協働を図るほか、モニタリング

により抽出される課題に対応する新たな連携・協働の取組を進めていくとともに、このような

取組を計画のモニタリングへフィードバックしていくことにより、着実な推進を図っていくこ

ととする。 

 

 

【九州圏広域地方計画協議会構成機関】 
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計画の実効性を高める取組の実施

協議会の各構成機関や既存の多様な連携主体において実施中の取組
を着実に実施していく。

今後、さらに拡大・拡充を目指す取組について、より一層の連携・
協働を図るとともに、モニタリングにより抽出される課題に対応する
新たな連携・協働の取組を進めていく。

九州圏広域地方計画協議会において、計画のモニタリング及び計画の実効性を高める取組の実施を通して、
九州圏の自立的発展へ向けて、計画の着実な推進を図る。

九州圏広域地方計画協議会

幹事会

実務者会議

・協議会の各構成機関
・九州圏広域地方計画推進室

九州地方整備局企画部
九州地方整備局建政部
九州運輸局企画観光部

毎年度、計画の進捗状況を把握・検証することにより、推進
に向けた課題への対応等について検討を行う。

実施にあたっては、協議会の各構成機関において連携・協力
しながら行う。

計画のモニタリング

公 表 （９月下旬目途）

計画の推進状況のとりまとめ
・プロジェクト 【定量的･定性的】

（課題の抽出、対応等の検討）
・戦略目標 【定性的】
・将来像 【定性的】

指標による
推進状況の把握
【定量的】

具体的な
取組状況の把握

【定性的】

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

よ
り
一
層
の
推
進

一層の連携・協働を図る取組等について、
必要に応じて調整・支援等を行う

実施中の取組の着実な実施

一層の連携・協働を図る取組

（取組事例）

アジア交流広域都市圏の形成

総合交通機能強化に向けた産官学連携の推進

リユース・リサイクル促進による地域循環圏の構築

官民一体となった低炭素社会を目指すモデルの策定

産業遺産を活用した広域連携による地域活性化

多様な活動主体を基軸とした地域づくり

災害に強い圏土づくり

都市・地域総合都市交通戦略の推進

環境ビジネスの振興とアジアへの戦略的な市場創出

課題に対する新たな連携・協働の取組の追加

《戦略目標と広域連携プロジェクト》

７つの戦略目標及び

２２の広域連携プロジェ クト

 

 

３．国土審議会「災害に強い国土づくりへの提言」への対応等 

○「東日本大震災に関する情報共有連絡会」の活動 

平成 23 年３月 11 日に発生した「東日本大震災」は、東

北・関東地方のみならず、日本の社会経済のあらゆる分野

に深刻な影響を及ぼしている。 

九州圏広域地方計画協議会では、東日本大震災からの早

期の復旧・復興に資するため、農業、工業等の社会経済活

動に関わる関係機関により「東日本大震災に関する情報共

有連絡会」を設けた。平成 23 年８月より大震災による社

会経済への影響に関する各種指標や各機関が実施した各

種取組などの情報をメーリングリスト及びポータルサイ

トを通じて関係機関相互の情報共有を図った。 

また、国土審議会政策部会防災国土づくり委員会 

「災害に強い国土づくりの提言」（平成 23 年７月）を受け、 

九州圏広域地方計画の「総点検」に向けて論点や課題を整理した。これらについては平成 24

年２月３日に開催した九州圏広域地方計画協議会実務者会議に報告し、九州圏広域地方計画総

点検ワーキンググループの設置について了解を得た。 

［情報共有連絡会］ 

九州財務局（福岡財務支局を含む）、九州経済産業局、九州農政局、九州地方整備局、 

九州運輸局、日本銀行福岡支店、(社)九州経済連合会、(財)九州経済調査協会 

【九州圏広域地方計画のフォローアップ体制】 

【九州地方整備局ＨＰ】 

【ポ－タルサイトのバナ－】 
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○九州圏広域地方計画の総点検について 

「東日本大震災」の発生を受け、国土審議会政策部会防災国土づくり委員会「災害に強い国

土づくりの提言」（平成 23 年７月）、中央防災会議・専門調査会の報告（平成 23 年９月）が

なされ、これらを受けて九州圏広域地方計画の総点検を行った。 

九州圏における「総点検」の項目としては、学識者からの助言を踏まえ、上記提言及び報告

で指摘のあった地震・津波だけでなく、火山噴火や離島での風水害、家畜の伝染病など九州独

自の課題を加え、広域地方計画の課題認識や広域連携プロジェクトの取組等について検証した。 

総点検作業は、九州圏広域地方計画協議会の下にワーキンググループを設け、取りまとめを

行った。 

［ワーキンググループ］ 

九州圏広域地方計画協議会構成機関 

（ｵﾌﾞｻﾞ-ﾊﾞ-）日本銀行福岡支店、（財）九州経済調査協会、九州観光推進機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第２回総点検ＷＧ（H24.5.29）】 

【九州圏広域地方計画の総点検】
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九州圏広域地方計画（H21 年８月） 

九州圏の自立的発展に向けた将来展望を描いた計画 

３つの新たな九州像を掲げ、７つの戦略目標と 22 の広域連携プロジェクトにより構成 

広域的な影響・効果を与えるもの、広域的な連携を図るもの、先導性、発展性を有するもの

に対する重点的施策を実施 

■九州圏広域地方計画の
モニタリング（毎年） 

モニタリングの視点 

内外の情勢変化に柔軟に対応  

計画の実効性を高め、着実な推進  

多様な連携主体の取組をモニタリ
ングにより共有 

１ 

２ 

３ 

■H21 年度九州圏広域地方計画

モニタリング 

■H22 年度九州圏広域地方計画

モニタリング 

■H23 年度九州圏広域地方計画

モニタリング 

■H24 年度九州圏広域地方計画

モニタリング 

九九州州圏圏広広域域地地方方計計画画へへ影影響響をを及及ぼぼすす

「「社社会会的的事事象象」」のの発発生生  

東日本大震災 
（平成 23 年３月 11 日）

提供）九州地方整備局

◇防災国土づくり委員会

の提言(H23.７）  

◇中央防災会議・専門調

査会の報告 (H23.９） 

口蹄疫 
（平成 22 年４月～８月） 

高病原性鳥インフルエンザ
（平成 23 年１月～３月）

提供）九州地方整備局

提供）九州地方整備局

霧島山（新燃岳）の噴火
（平成 23 年１月 27 日） 

提供）九州地方整備局

奄美豪雨災害 
（平成 22 年 10 月） 

提供）九州地方整備局

タイの大洪水 
（平成 23 年７月～12 月） 

提供）九州地方整備局

九州北部豪雨  
（平成 24 年７月）  

赤線：ドル円 

青線：実質実効為替レート

歴史的な円高 
（平成 23 年 10 月頃） 

出典）日本銀行ＨＰ 

◇九州オリジナル

■九州圏広域地方計画の
総点検（H24 年） 

総点検の視点 

計画へ影響を及ぼす社会的事象と
その影響整理 

事象へ対応した各構成機関の取
組整理 

九州圏広域地方計画への総点検
の方向性を確認 

１

２

３

継続して 

モニタリング

【九州圏広域地方計画の総点検とモニタリング】 
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九州圏広域地方計画の推進状況について 

 

１．九州圏広域地方計画の推進状況の概観等について 
平成 23 年３月 11 日に発生した「東日本大震災」は、九州各地への大型クルーズ船の寄港数の

減少、世界各国の輸入規制による農水産品の輸出減少等、九州圏の社会経済全般に大きな影響を

及ぼした。 
また、自動車工業や電子機械工業などにおいては、「東日本大震災」に加え、夏以降のタイの

洪水による国内外のサプライチェーンの途絶や円高の進行等により、九州内での各種工業生産の

大幅な減速や輸出低減など深刻な影響が見られた。 
そのような中、東日本大震災の翌日の３月 12 日、待望の九州新幹線鹿児島ルートが全線開業

し、九州も本格的な高速交通の時代を迎えることとなった。特に山陽・九州新幹線を利用して関

西・中国地方から鹿児島、熊本など九州南部への旅行客が増加しており、平成 23 年１月の霧島

山（新燃岳）の噴火に伴って減少していた霧島への観光客も回復している。 
九州圏広域地方計画の全般的な推進状況については、東アジア各国の継続的な経済成長や急激

な円高の進行を背景に、福岡県・北九州市・福岡市による「グリーンアジア国際戦略特区」や大

分・宮崎両県による「東九州メディカルバレー構想特区」、福岡県による「アジアビジネスセン

ター」の設置、北九州市による東アジアへの「水ビジネス」の展開など、九州圏で培われた先進

的な環境、医療技術等の海外展開を支援する取組の動きが加速している。 
また、農林水産物等の輸出に関して、福島第一原子力発電所の事故による風評被害の防止、海

外輸出を通じた国内ブランド価値の向上等を図るため、九州各県及び九州農政局は農林水産品の

品質証明等に取組んでいる。 
観光面においては、「東日本大震災」による外国人観光客の減少に対して、九州運輸局、九州

観光推進機構、九州知事会が連携し、中国、韓国で九州観光のトップセールスや「ビジット・ジ

ャパン風評被害対策緊急事業」に取組んだ。 
暮らしの安全・安心に関して、「東日本大震災」で被災した東北各県での早期復旧・復興のた

め、九州内の国、県・政令市、市町村から長期・短期で職員派遣がなされたほか、九州内におい

ても大規模な地震・津波への対応を図るため、住民の避難誘導や災害に強い国土つくりの一環と

して、九州管内の国の地方支分部局、地方公共団体等の協力・連携の強化、九州各県・政令市で

の地域防災計画や浸水想定区域、情報連絡体制等の見直し、ドクターヘリの新規導入や運航体制

の強化が図られた。 
低炭素社会・エネルギー先進圏の推進では、九州各地でメガ・ソーラー発電所や風力発電、小

水力発電等が新設されたほか、地場エネルギー活用として実証実験による高速道路のパーキング

エリアやハウス栽培への太陽光発電の導入、電気自動車の一層の普及を図るため、各地で充電設

備が増設された。 
当計画に掲げた各プロジェクトの平成 23 年度の進捗状況、具体的な取組、課題等については

「２．各プロジェクトの進捗状況」の章で詳しく記述する。 
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２．各プロジェクトの進捗状況について 

１－１ 東アジアと我が国との関係をリードする魅力ある国際交流フロンティアの形成 

  
 
 
 
 
 
 
 
（１）指標による状況把握 

①東アジアとの交流・連携の推進 

本圏域における「アジアからの外国人留学生

数」は、2002 年から 2010 年まで増加傾向にあっ

たが、2011 年には減少に転じ、15,449 人と、前

年比で約 7.7％減少している。また、総数に占め

るアジアの割合も前年比で 2.5％減少している。 

 
※「アジア」：国別集計が「中国」・「韓国・朝鮮」・「ブラジル」のみ 

であることから、本指標における「アジア」は、「中国」・「韓国・朝鮮」
としている。 

※「その他の地域」：総数から「中国」・「韓国・朝鮮」を減じた数値 
※「留学生」：在留資格が「留学」の外国人登録者 

 

②東アジア経済圏の確立 

本圏域における東アジアとの輸出入額は、2008 年９月の米国発金融危機（リーマンショック）

に端を発した世界同時不況の影響から 2009 年は大幅に減少したものの、2011 年には輸出が２兆

4,280 億円（前年比 約 4.4%増）、輸入が１兆 8,370 億円（前年比 約 20.5%増）と、いずれも回

復傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プロジェクト概要】 

我が国と東アジアを結ぶ国際交流フロンティアの形成に向けて、東アジアの中で九州圏の個

性と魅力を創出していくため、九州を舞台とした多彩な国際イベントや東アジアとの共通課題

解決型の交流・連携等を推進するとともに、21 世紀の成長をリードしていくことが期待される

東アジアの成長と連動した発展を図るため、経済活動・交流が活発化する環黄海地域を中心と

した東アジア経済圏の確立を目指し、経済活動や主要都市間の活動において緊密な連携・協力

関係を構築していくとともに、アジア規模の高度な知識・人材が集積する国際的に魅力ある環

境の形成を促進していく。 

指標「アジアからの外国人留学生数」 

出典）「登録外国人統計」法務省 
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※ＡＳＥＡＮ：ミャンマー、ラオス、タイ、ベトナム、カンボジア、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア、シンガポール 
※アジア：韓国、北朝鮮、中国、台湾、モンゴル、香港、ベトナム、タイ、シンガポール、マレーシア、ブルネイ、フィリピン、インドネシア

カンボジア、ラオス、ミャンマー、インド、パキスタン、スリランカ、モルディブ、バングラディッシュ、東ティモール、マカオ 
アフガニスタン、ネパール、ブータン 

※輸出入額：九州圏各港（下関港のぞく）の合計額 
※その他：アジア以外の国 
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（２）具体的な取組状況 

九州圏が一体となった貿易振興の取組として九州各県、 

沖縄県、北九州市及び福岡市の貿易を主管する部局が共

同で貿易振興事業を実施するため、平成７年に九州貿易

振興協議会を設立し、商談会やセミナーの開催、見本市

出展等の貿易振興事業を実施している。 

（平成 19 年度からは山口県もオブザーバー参加） 

平成 23 年度は、上海、香港、シンガポール及び台湾の

バイヤーを招聘した共同商談会を開催したほか、日本食

への風評被害払拭と需要回復のために香港で開催された 

イベント「日式達潮祭 ＪＡＰＡＮ ＭＥＧＡ ＦＥＳＴ」への共同出展、上海マスコミの招聘、

上海－長崎航路の船上イベントにおける九州・山口産の食材の提供などを実施し、九州・山口産

の食の安心・安全のＰＲ、海外販路拡大などに取組むことで、九州、山口及び沖縄の一体となっ

た貿易振興を図った。 

海外への事務所開設を契機とする海外企業との交流を

目指した取組として、佐賀県では、平成 23 年 10 月、中国

に佐賀県瀋陽代表事務所を開設し、平成 23 年 10 月に佐賀県

商工会議所連合会及び㈱佐賀銀行との共催により遼寧省経済

ミッションを実施（約 50名参加）し、中国・遼寧省の経済発

展、市場の大きさ等を実感して企業間交流の促進を図った。 

また、熊本県では、熊本県、熊本市、熊本大学の共同運

営による熊本上海事務所を開設し、県内企業の中国展開支 
援や観光客・留学生の誘致等を推進している。 

九州経済産業局では、九州地域の中小企業の海外展開を

円滑に支援するため、平成 23 年７月に、「第２回九州地域

中小企業海外展開支援会議」を開催し、各機関の海外展開

支援の取組等について意見交換を実施した。（参加者 56 名） 

海外展開支援に向けた具体的取組として、海外ビジネス

に関する情報提供セミナーや、商談会（平成 23 年 10 月、「九

州食品輸出商談会ｉｎ大分」）を開催するとともに、中小企

業の海外展開事例集（32社）を取りまとめ具体的事例の紹

介等を行った。 

提供）佐賀県

【遼寧省経済ミッション】 

【日式達潮祭 JAPAN MEGA FEST】 

提供）鹿児島県

提供）九州経済産業局

【九州地域中小企業海外展開支援会議】 
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九州圏の経済活性化を実現する投資交流及び海外から

の国内投資の促進に向け、九州経済産業局では、対日投

資や企業誘致に取組む九州の自治体担当者や関係機関を

対象とした「外国企業誘致研修会」を開催している。 

平成 23 年度は、８月に鳥栖市にて開催（約 50 名参加）

し、東日本大震災後の日本への投資状況や外国企業の具

体的な進出事例等について研修を行い、外国企業誘致推

進に必要なノウハウや情報の蓄積を図った。また、九州

の経済指標、産業の特徴、研究開発のポテンシャル等の

最新データを「九州のビジネス環境」として取りまとめ、ホームページにおいて４ヶ国語（日本

語、英語、中国語、韓国語）で紹介した。 

企業のアジア展開等を担うグローバル人材の育成・活用

を図る取組として、「企業ニーズに即したインターンシッ

プ(平成 23 年８～９月、企業 15 社、学生 28 名参加）」を

実施するとともに、「九州企業と留学生等との交流フェ

ア」を北九州市（平成 23 年 12 月、企業 13 社、留学生約

120 名参加）、別府市（平成 24 年１月、企業 30 社、留学

生約 200 名参加）で開催する等、グローバル産業人材育

成・活用プログラムを実施した。 

また、平成 23 年 11 月、本プログラムを主体的に実施

する九州の大学、経済界、支援機関等からなるコンソー 

シアム（九州グローバル産業人材協議会）を設立した。 

 

※１ 先進国が発展途上国で温室効果ガスの削減プロジェクトを実施した場合に、排出削減量毎に削減クレジットが発行される仕組み。 

  略称ＣＤＭ（Ｃｌｅａｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｍｅｃｈａｎｉｓｍ） 

 

（３）プロジェクトの課題と今後の取組の方向 

九州各地で毎年開催されるアジアの文化、芸術、学術を中心に集中的に行われるイベントをは

じめ、韓国、中国などの東アジアとの交流が定着・拡大するなど、国際交流人口は毎年増加傾向

にある。また、自治体の海外事務所の開設や東アジア各都市との個別の交流フェアの開催など、

新たな取組も見られた。特に、従来の人的交流や情報提供から、事業の海外展開を前提とした、

交流・連携へと進展しつつあり、今後はより具体的なニーズを捉えた交流や産・学・官連携を図

り、環黄海地域を中心に東アジア経済圏の確立を図っていく必要がある。 

なお、これら国際交流イベントは、福岡市に集中する傾向にあることから、今後は、福岡市を

核として、他地域への波及も含め、圏域全体としての交流の進展を目指すことが必要となる。 

また、九州圏内の大学には、多くの外国人留学生が在籍しているが、九州圏内企業へ就職する

留学生は少なく、より一層の国際化に向けて九州圏内企業における留学生の雇用促進を図る必要

がある。今後も経済活動や主要都市間の活動において緊密な連携・協力関係を構築していくとと

もに、高度な知識・人材が集積する魅力ある環境を形成していくことが重要である。 

提供）九州経済産業局

【外国企業誘致研修会】 

【九州グローバル産業人材協議会】 

提供）九州経済産業局
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宮崎県では、みやざき材海外輸出活動促進事業として、

韓国への木材輸出に取組んでいる団体が行う住宅資材の総

合展示会「京郷（キョンヒャン）ハウジングフェア」への

参加や現地の木造建築に必要な設計・施工監理技術者の養

成などを支援し、県産材の輸出拡大に努めている。 

 

 

 

 

 

長崎県では、長崎の教会群とキリスト教関連遺産の多く

が存在する五島列島において、環境にやさしい電気自動車

（ＥＶ）と高度道路交通システム（ＩＴＳ）を活用して、

初めての方でも自由に島内を周遊することができる「未来

型ドライブ観光システム」の構築を目指して長崎ＥＶ＆Ｉ

ＴＳプロジェクトを実施している。 

ＥＶ等 140 台を主にレンタカーとして実運用し、急速充

電器の設置や全国に先駆けたＩＴＳスポットの設置を進め

ている。平成 22 年度から３万８千人以上の観光客等の利用

があり好評を得ている。 

また、このプロジェクトを推進している「長崎ＥＶ＆Ｉ

ＴＳコンソーシアム」と「韓国企業コンソーシアム（ＰＯ

ＳＣＯ ＩＣＴ Ｃｏｎｓｏｒｔｉｕｍ）」との間で平成 23

年 12 月に、ＭＯＵ（覚書）を締結し、活発的な協力関係の

構築を図るなど、海外との連携にも積極的に取組んでいる。 

 

 

 

平成23年７月にはじまる大雨のためタイ各地で大規模な

洪水氾濫が発生したことにより、タイ国に進出している自

動車部品や電気部品メーカーの工場が操業停止を余儀なく

され、それら部品の日本国内への供給が滞ったことにより、

九州においても、各種工業生産への影響が懸念された。こ

れに対し、いち早い生産活動再開のため国際緊急援助隊の

専門家（排水ポンプチーム）を派遣し、国土交通省から派

遣されている排水ポンプ車（平成23年11月18日現地入港、 

翌 19 日より稼働）を使った氾濫水の排水対策に関する指導・助言を行った。 

 

【ITS スポット（DSRC 無線アンテナ）】 

提供）長崎県 

【タイ国での氾濫水排水対策】 

提供）九州地方整備局 

【ITS スポットからの情報】 

提供）長崎県 

提供）宮崎県 

【京郷（キョンヒャン）ハウジングフェア】 
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長崎県では、長崎～上海航路の記念就航を活用した、九

州の魅力を知っていただくキャンペーンを実施した。中国

から旅行関係者、マスコミ関係者約 50 人を招き、船内に

設置した長崎県及び九州各県の観光ブースやステージで

のプレゼンテーション、到着後の北部九州周遊等により九

州圏の魅力を発信した。これに合わせて、九州運輸局が実

施した「九州インバウンド・ビジネス・フォーラム 2011」

に、長崎県が招いた上海地区の旅行会社及びメディア関係

者のうち 10 名が参加するなど、同航路を活用した観光を

ＰＲした。 

交流連携協定を締結している鹿児島市・熊本市・福岡市

は、平成 23 年９月に中国大連市で開催されたアジア太平

洋都市観光振興機構（ＴＰＯ）総会の期間を利用し、３都

市共同観光説明会を実施するなど、３都市の魅力を発信し

た。 

 

 

 

 

 

佐賀県では、県内６市町で「観光地の魅力アップ」や「二

次交通機能の充実」など７つのプランを策定し、平成 23

年度は、武雄市～ハウステンボス周遊バスツアーの運行を

始めた。 

 

 

 

 

 

 

宮崎県では、「恋」や「愛」にちなんだ数々の観光スポ

ットを活用し、主に若い女性を対象に、「宮崎恋旅プロジ

ェクト」を実施している。平成 23 年 12 月には東京ガール

ズコレクションとコラボレーションしたクリスマスイベ

ントを宮崎県内で実施するなど、全国に向けた情報発信を

通じて「宮崎恋旅」の一層の周知・浸透を図った。 

 

提供）佐賀県 

【武雄～ハウステンボス周遊バスツアー】 

提供）福岡市 

【アジア太平洋都市観光振興機構総会】 

提供）宮崎県 

【東京ガールズコレクション 

Sweet Xmas Edition supported by 宮崎恋旅】

提供）長崎県 

【観光情報発信ブース（オーシャンローズ船内）】 
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（２）具体的な取組状況 

アジア等近隣諸国との国際航空路線の整備・拡充に向け

た取組として、佐賀県では、東アジア地域のＬＣＣに対し

有明佐賀空港への誘致活動を積極的に行っており、平成

24 年１月 18 日、中国最大のＬＣＣ運航会社による佐賀～

上海路線が就航した。 

 
 
 
また、長崎県では、中国と歴史的つながりが深く、成長

著しい中国の活力を取込んで九州全体の成長へ繋げるた

め「長崎～上海航路」復活プロジェクトに取組んでいる。

平成 23 年 11 月の就航記念便では、長崎県、九州各県の観

光情報の発信や特産品の試食ブースを設けたほか、日本の

伝統芸能を体験する催しも実施し、好評を得ている。平成

24 年２月 29 日から定期運航が始まり、航路と空路を組み

合わせたフライ＆クルーズの取組と合わせ、更なる交流の 

拡大が期待されている。 

 
国際物流機能の強化に向けた取組として、博多港では、

「九州・アジアの海の玄関口」にふさわしい国際物流ター

ミナル形成の一環として、須崎ふ頭地区での荷役制限を解

消するための老朽岸壁の改修や船舶大型化への対応によ

る物流コスト削減を目的に新たな岸壁及び泊地の整備が

完了し、平成 23 年 11 月に供用開始するなど国際物流ター

ミナルの機能強化が図られた。 
 
 

 港湾へのアクセス機能の強化に向けた取組として、有明

海周辺地域と重要港湾三池港を結ぶ地域高規格道路「有明

海沿岸道路」の整備を進めており、既に供用中の大牟田Ｉ

Ｃ～大川中央ＩＣ間（約 23.8ｋｍ）に加え、平成 24 年１

月 29 日に三池港ＩＣ～大牟田ＩＣ間（約 1.9ｋｍ）が開

通した。また、重要港湾中津港と日田玖珠地方生活圏の中

心都市である日田市を結ぶ、地域高規格道路「中津日田道

路」の整備を進めており、既に供用中の定留ＩＣ～伊藤田

ＩＣ間（約 3.6ｋｍ）に加え、平成 24 年３月 31 日に本耶

馬渓ＩＣ～耶馬溪山移ＩＣ間（約 5.0ｋｍ）が開通した。 

【有明海沿岸道路 三池港ＩＣ～大牟田ＩＣ】 

提供）九州地方整備局

提供）佐賀県 

【佐賀～上海間に就航した LCC】 

提供）長崎県

【長崎～上海航路「オーシャンローズ」】 

提供）九州地方整備局

【博多港須崎ふ頭地区国際物流ターミナル】 
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【九州新幹線各駅利用者数（2011 年 4 月から 2012 年 3 月の推計値）】 

出典）「幹線交通とのネットワークを意識した地域公共交通のあり方調査報告書」九州運輸局 

【九州新幹線月別利用実績（対前年比）】 

（２）具体的な取組状況 

平成 23 年３月 12 日に全線開業した九州新幹線鹿児島ルートは、開業当初は震災の影響によ

り利用者が伸び悩んでいたが、ＧＷ以降から徐々に回復し、開業前に比べ 1年間で博多～熊本

で 896 万人の 137％、熊本～鹿児島中央で 514 万人の 165％と増加し、また、山陽・九州直通

の「さくら」「みずほ」の乗車率が高くなっている。駅別の利用者数は、鹿児島中央と熊本が

突出して多い。 
平成 24 年３月のダイヤ改正では、山陽・九州新幹線直通の「みずほ」「さくら」を 16 本（８

往復）増発し、新大阪～熊本・鹿児島中央間に１日あたり 46 本（23 往復）の運行となり、阪

神・山陽地区との利用がさらに便利になった。 
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注） 在来線併設駅については、在来線との乗り換えの利用者を含む 

（前年同月比） 
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提供）宮崎県 

【熊本・宮崎・鹿児島デスティネ－ションキャンペ－ン】

新幹線駅周辺においては、周辺地域の交通円滑化や分断 

されていた市街地の一体化を図るための鉄道の高架化、交

通結節機能の強化を図るための駅前広場や周辺道路、駐車

場、駐輪場、自由通路等の整備が進められた。例えば、新

大牟田駅関連事業では、県道大牟田高田線（２車線整備）

や県道南関大牟田北線（４車線整備）の整備で周辺地域か

ら新駅への円滑なアクセス向上が図られた。 

九州各地で九州新幹線開業効果拡大の取組を実施してお 

り、福岡県の筑後田園都市推進協議会では筑後３駅（久留米、筑後船小屋、新大牟田）を活用した

誘客促進の取組として、筑後地域のタクシー会社と筑後地域の広域的な観光タクシーの運行を試験

的に開始した。 

大分県では、観光物産展「おおいた竹ものがたりｉｎせんちゅうパル」の大阪府豊中市の千里中

央駅前広場での開催や九州新幹線の停車駅である久留米駅から久大線を利用した臨時観光列車の

運行など戦略的誘客キャンペーンを実施し関西中国エリアからの誘客を図った。 

熊本・宮崎・鹿児島県とＪＲグループ６社は、南九州 

３県合同のデスティネーションキャンペーンを実施し、

「のんびり過ごす極情の旅」をテーマにテレビ番組・ＣＭ、

ガイドブックの配布等による観光情報発信、新幹線などを

利用した旅行商品の販売など全国から南九州３県への誘

客を図った。 

 

 

 

鹿児島県では、「無料レンタカーでおおすみへ行こう！」

「鹿児島の夏もう一泊得々キャンペーン」「霧島アートな

旅キャンペーン」など新幹線沿線から県内各地への誘客を

図る取組を実施した。また、薩摩半島と大隅半島を結ぶ山

川・根占航路に新造船「フェリーなんきゅう」が就航し、

運航が再開され、平成 24 年３月までの８か月で 40,000 人

を超える利用があり，今後も両半島を結ぶ広域的な周遊観

光ルートとしての活用が期待されている。 提供）鹿児島県 

【山川・根占航路 フェリーなんきゅう】 

新大牟田駅

【新大牟田駅関連 南関大牟田北線の整備】 

提供）福岡県 
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提供）熊本県 

【肥薩おれんじ鉄道マイフラワー事業】 

熊本県八代市と鹿児島県薩摩川内市を結ぶ「肥薩おれんじ鉄道」では、国内外からの誘客活動に

力を注いでおり、国内では、大手旅行会社に肥薩おれんじ鉄道を組込んだツアー造成を働きかけ、

平成 23 年４月から平成 24 年３月までの１年間に 5,000 名を超える利用があった。海外からの誘客

についても、特に韓国大手旅行会社が造成したツアーが平成 22 年 10 月から平成 24 年３月までに

1,800 名を受け入れるなど順調に推移している。また、ＪＲ九州や熊本県、鹿児島県、沿線市町で

構成する肥薩おれんじ鉄道沿線地域公共交通活性化協議会では、肥薩おれんじ鉄道スタンプラリー

や企画イベント列車の運行、駅周辺の幼稚園・保育園の園児と一緒に駅を飾る花植え等地域の魅力

を発揮する事業を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）プロジェクトの課題と今後の取組の方向 

九州新幹線鹿児島ルートの全線開業により、これまで最速２時間 12 分で結ばれていた博多〜鹿

児島中央間の所要時間は最速１時間 17 分に、博多～熊本間の所要時間は最速 33 分に短縮された。

また、山陽新幹線との相互乗入れによる関西方面との直通運転も運行、最速達サービスを提供する

列車「みずほ」で、新大阪～熊本間は２時間 58 分、新大阪～鹿児島中央間は３時間 42 分で結ばれ

た。 

これらの取組により、九州内の南北の時間短縮とともに、関西をはじめ九州圏以外の各圏域との

結びつきも強化される等、九州をめぐる交通体系が大きく変わりつつある。この九州新幹線の開業

効果を最大限に活用し、福岡・佐賀・熊本・鹿児島といったいわゆる縦軸だけでなく、九州全体の

活性化につなげることが期待されている。 

九州全体の活性化につなげていくためには、九州内外、さらには東アジアを中心とした海外から

の来訪者など、国内外からの来訪者にとって利用しやすい交通体系を実現することや、九州新幹線

の全線開業により変化しつつある人流・経済の変化等に適応した交通体系を実現することが必要で

ある。 

既に、誘客促進、新幹線駅からの交通アクセスの向上に向けた様々な取組が行われているところ

ではあるが、引き続き、こうした取組を促進することで、九州が一体となった地域活性化、社会経

済の発展を図っていくことが重要である。 

提供）鹿児島県 

【肥薩おれんじ鉄道】 
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地域における都市戦略を構想・実現するため、熊本県で

は、熊本市、大学、経済界のトップが集い、地域課題や将

来ビジョンについて協議し、関係団体との連携と機動的な

取組を推進する「くまもと都市戦略会議」を開催した。具

体的には、「コンベンション都市づくり」「留学生の増加と

学園都市推進」、「熊本駅から中心市街地にかけた賑わいづ

くり」の３つのテーマについて、取組を進めており、平成

24 年１月には熊本上海合同事務所の開設を行った。 
 

基幹都市における暮らしやすさの向上に向け、都市内交

通の円滑化を図る取組として、九州地方整備局管内では、

平成23年10月７日に国道３号黒崎バイパス皇后崎ＯＦＦ

ランプが、平成 24 年３月 30 日に同バイパスの前田ランプ

～皇后崎ランプ（約 2.9km）が完成し、黒崎駅周辺の交通

渋滞の緩和や時間短縮効果が図られている。 
 

 

 

（３）プロジェクトの課題と今後の取組の方向 

本圏域内に移住する人々に、質の高い生活サービスや高次の都市的サービスを提供する地域の拠

点を、本圏域内にバランスよく形成していくことを目指し、本圏域の東西南北等の拠点としての基

幹都市圏において、都市内交通の円滑化、快適で住みやすい居住空間の形成、良好な市街地の形成、

都市のコンベンション機能の強化が図られている。今後も、基幹都市圏における中心的都市とその

周辺市町村が連携しつつ、高次都市機能の充実や暮らしやすさの向上に資する基盤整備を推進し、

広域的な都市機能の利便性の向上を図っていく必要がある。 
 
 

【くまもと都市戦略会議】 

提供）熊本県 

【国道３号黒崎バイパス（北九州市八幡西区）】 

提供）九州地方整備局 
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九州圏における地上デジタルテレビジョン放送は、平成

18 年に九州の各県庁所在都市を中心に放送が開始されて

以降、順次各放送局の中継局が開局し、アナログ放送と同

等のエリアがカバーされた。平成 23 年度は移行期にあた

り、総務省テレビ受信者支援センターの地デジサポーター

による戸別訪問や各地で臨時相談コーナーの開設、地デジ

チューナーの支給支援の拡充等を図るとともに、アナログ

テレビ放送によるカウントダウンの告知スーパーを流す

など、より一層の周知啓発に取組み、平成23年７月24日、

地上アナログ放送から地上デジタル放送へ完全移行した。 

地上デジタルテレビジョン放送は、高画質・高音質な放

送、双方向機能のデータ放送サービスを実現するとともに、

今後、デジタル化により空いた周波数の有効利用として、

携帯電話サービスの充実や、道路交通社会の実現（ＩＴＳ）、

マルチメディア放送など新たなサービスの展開が予定さ

れている。 

 
（３）プロジェクトの課題と今後の取組の方向 

九州圏の一体的な発展に向け、基幹都市圏間を有機的に連結する基幹都市連携軸の形成を図って

いくとともに、高規格幹線道路等の整備促進による域内循環の活発化を促進する必要がある。また、

地域情報基盤の整備促進により、ブロードバンドゼロ地域の解消や地上デジタル放送への移行など

の情報基盤整備は進んできているが、今後は更にインフラと一体化した情報通信技術の利活用を推

進していく必要がある。 
 

【地上デジタル放送相談コーナー】 

提供）九州総合通信局 

【地上デジタル放送へ完全移行】 

提供）九州総合通信局 
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３－１ 減災の視点も重視した災害に強い地域づくり 

  
 
 
 
 

（１）指標による状況把握 

 本圏域における、2009 年時点の「洪水による氾濫から守られる区域の割合※１」は、62％（前年

度と変わらず）、「土砂災害から保全される人口※２」は約 48 万人（前年比 約１万人増）、「津波・高

潮による被害から一定の水準の安全性が確保されていない地域の面積※３」は約 2.0 万ｈａ（前年比

約 0.3ｈａ減）である。今後、これらの安全性を向上させるため、災害に対する各種対策等を着実

に推進していく。 

 
 
 
 
 
（２）具体的な取組状況 

平成 23 年１月に噴火した霧島山（新燃岳）における

直轄砂防事業の取組として、九州地方整備局では、土石

流による被害の恐れが高まった渓流において、土石流被

害の軽減を目的に高千穂川等にある既設砂防えん堤の

除石工事や降灰を利用した土嚢、荒襲川等においてブロ

ック等による仮設導流堤を築くなどの緊急的な土石流

対策を平成 23 年度に行った。また、森林の国土保全機

能等の強化を図るための治山対策として、九州森林管理

局では、地域住民の安全・安心を確保するため、現地の

降灰状況や森林への影響把握など、必要な防災対策の策

定のための情報収集に努めるとともに、丸谷川や荒川内

川などにおいて、土石流センサーによる監視体制の構築、

既設治山えん堤の排土、治山えん堤の新設などの治山工

事を行っており、丸谷川では平成 23 年 11 月までに４箇

所でえん堤等が完成した。 

【プロジェクト概要】 

九州圏は、全国よりも早く異常気象の増加等にともなう災害の影響を受けることが懸念され

る圏域として、増大する様々な災害リスクに対して柔軟に対応できる圏域の形成を目指し、被

害を未然に防止するハード対策を重点的に実施するとともに、ハード・ソフト対策を一体的に

進めることにより、減災の視点も重視した災害に強い地域づくりを推進する。 

出典）国土交通省調べ 

※１ 大河川においては 30～40 年に一度程度、中小河川においては５～10年に一度程度発生する規模の降雨において、洪水の氾濫の防御が必要な

区域に対し、防御されている区域の割合〔計算式：洪水氾濫の防御がなされた区域÷洪水の氾濫の防御が必要な区域〕 

※２ 土石流危険渓流、地すべり危険箇所及び急傾斜地崩壊危険箇所において、砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業を実施する

ことにより、土石流、地すべり及び急傾斜地の崩壊による土砂災害から保全（安全が確保）される人口（土砂防災情報マップをもとに、砂防

事業等により土砂災害から保全される人口をカウント） 

※３ 各地区の海岸で発生すると想定される津波・高潮に対し、防護が不十分な海岸における後背地域の浸水想定面積（津波・高潮浸水予想図をも

とに、浸水被害を受ける面積を計測） 

提供）九州地方整備局

【緊急的な土石流対策の状況】 

提供）九州森林管理局 

【治山えん堤（宮崎県都城市）】 
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豊かな森林などの自然環境を身近に感じ、健全な状態

で次世代に継承する取組として、宮崎県では、平成 18

年に「宮崎県水と緑の森林づくり条例」を制定し、県民

参加の森林づくりを推進している。平成 23 年は、条例

で定める森林づくり推進月間（10～11 月）に「口蹄疫復

興祈念植樹祭」などの森林づくり県民の集いを開催した。

また、学校や地域で子どもや一般県民を対象とした森林

環境教育などの普及啓発活動に対して、講師の派遣や教

材の提供等の支援などにも取組んでいる。 
 
森林における鳥獣被害への対応として、九州森林管理局では、シカの食害対策に取組んでおり、

平成 23 年度は、くくり罠による捕獲を中心に、地元牧場と連携したシカ追い込み捕獲なども含め

て 1,536 頭を捕獲した。また、シカの食害実態と対策の必要性等について捕獲業務検討会やシンポ

ジウム等を通じた普及啓発も図っており、平成 24 年２月 28 日に佐伯市で開催したシンポジウムで

は国・地方自治体職員、林業関係者、学識者等約 220 名が参加した。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）プロジェクトの課題と今後の取組の方向 

環境省から「生物多様性地域戦略策定の手引き」が平成 21 年 10 月に公表されているところであ

り、これに基づき「生物多様性地域戦略」の策定について、現在策定作業中の福岡県、宮崎県及び

福岡市を始めその他の自治体においても同様の取組を推進し、自然環境を積極的に保護・保全して

いくことが望まれる。今後も生態系や生物多様性の保全を図るため、国内希少野生動植物種の保護

を推進するとともに貴重な自然環境や生態系等に影響を及ぼす特定外来生物への対策を推進する

必要がある。 

 

提供）九州森林管理局 

【口蹄疫復興祈念植樹祭（宮崎県川南町）】 

提供）宮崎県 

【職員による「くくり罠」の設置及びシカの捕獲】 

提供）九州森林管理局 
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３－４ 我が国を先導する環境負荷の少ない環境先進圏の形成 

  

 

 

 

 

 

 

（１）指標による状況把握 

①循環型社会の構築 

本圏域における「一人一日あたりのごみ排出

量」は 2003 年度の 1,107g/人･日から減少傾向

にあり、2010 年度では 945g/人･日となってい

る。また、全国平均と比べ、31g/人･日下回っ

ている。 

 
※一般廃棄物処理実態調査結果  

※平成 22 年度調査結果 処理状況  

※全体集計結果（ごみ処理状況）ごみ処理概要 

※九州圏における一人一日あたりのごみ排出量 

（一人一日当たりのごみ排出量＝ごみ総排出量÷総人口÷365 又は 366） 

※ごみ総排出量：廃棄物処理法第５条の２に基づく「廃棄物 の減量その 

他その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための 

基本的な方針」における「一般廃棄物の排出量」と同様とする。 

（ごみ総排出量＝計画収集ごみ量＋直接搬入量＋集団回収量） 

 

 

②水資源･閉鎖性海域等の持続可能な資源化 

本圏域における「河川、海域の環境基準達成

率」のうち、河川ＢＯＤは、2004 年から 2010

年の７年間で2004年の達成率が93.5%で最大値、

2005 年の 88.1%が最小値で、達成率は年次によ

り変動している。 

また、海域ＣＯＤは、2004 年は 72.6％、2010

年は 78.6％であり、水質状況の改善している環

境基準達成調査地点が増加している。 

【プロジェクト概要】 
九州圏は、産業集積の過程で育まれた環境・リサイクル分野の技術・取組等の蓄積を活かし、

循環型社会の構築に向けた先導的な取組を推進することにより、環境負荷の少ない社会を構築し

ていくとともに、貴重な水資源、閉鎖性海域等を良好で持続可能な資源とするための取組を積極

的に推進していくことにより、我が国を先導する環境負荷の少ない環境先進圏としての発展を促

進していく。 

出典）「公共用水域水質測定結果」環境省 

※達成率（％）＝（環境基準達成調査地点／全調査地点）×100 

※ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）：水中の有機物が微生物の働き

によって分解されるときに消費される酸素の量のことで、河川の

有機汚濁を測る代表的な指標 

※ＣＯＤ（化学的酸素要求量）：水中の有機物を酸化剤で分解する

際に消費される酸化剤の量を酸素量に換算したもので、海水や湖

沼水質の有機物による汚濁状況を測る代表的な指標 

指標「河川、海域の環境基準達成率」 
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出典）「一般廃棄物処理実態調査」環境省 

 

指標「一人一日あたりのごみ排出量」 

53



100 

54



55



0.8% 85.6% 12.9% 0.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2011

56



57



58



59



85 
330 

623 
890 

28 
58 

217 

822 
507 

64

374,499 

212,035 

0

600 

1,200 

1,800 

2,400 

3,000 

m2

60



 

②集約型都市構造への転換 

本圏域の拠点都市圏における人口は、横ばいで推移している。また、ＤＩＤ人口密度は、過去

10 年に着目すると、市部においては、2000 年で 5,780.4 人/㎢、2005 年で 5,778.0 人／㎢、2010

年で 5,737.6 人／㎢、郡部においては、2000 年で 4,609.2 人/㎢、2005 年で 4,576.4 人/㎢、2010

年で 4,823.8 人／㎢であり、ほぼ横ばいとなっている。また拠点都市圏の人口割合は、2001 年度

で 93.4％、2010 年度で 94.0％であり、全体では増加傾向にあるものの、中心的都市以外の都市圏

では、2001 年度で 36.5％、2010 年度で 36.0％になるなど、減少している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）具体的な取組状況 

都市交通の円滑化や良好な都市環境の確保を図る取組

が実施された。 
宮崎県では、延岡市街地へ流入する通過交通を分散させ、

交通渋滞の緩和や安全で快適な都市環境を確保するため、

延岡市西部に環状道路の整備の一環として、五ヶ瀬川を渡

河する新設橋梁として延長約 190ｍの五ヶ瀬大橋が平成

24 年３月 27 日に開通した。当橋梁の完成により市内の渋

滞緩和が進むほか、整備が進められている東九州自動車道

の延岡ＪＣＴへのアクセス性が向上した。 
 
 

出典）「国勢調査」総務省 
※ＤＩＤ：市区町村の境域内で人口密度の高い基本単位区（原則として
人口密度が１km２当たり 4,000 人以上）が隣接し、それらの地域の人
口が平成 17 年国勢調査時に 5,000 人以上を有する人口集中地区のこ
と 

※国勢調査において集計のある市部、郡部別にそれぞれ集計した 
※ＤＩＤ地区の人口密度 

指標「拠点都市圏のＤＩＤ人口密度」 
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出典）「住民基本台帳人口要覧」総務省 
※拠点都市圏は、拠点都市圏の中心的都市への１時間圏とする（拠点都
市圏の中心的都市から各市町村役場間 60 分圏を算出し、該当市町村
を圏域として設定した） 

※九州圏全域の人口に対する割合を示す 

指標「拠点都市圏の人口割合」 
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５－１ 生活支援機能の維持・向上等を実現する基礎生活圏と生活文化交流軸の形成 

  

 

 

 

 

 

 

 

（１）指標による状況把握 

①基礎生活圏の形成 

本圏域の生活中心都市のうち、基幹都市圏

及び拠点都市圏の中心的都市を除いた都市の

人口は、2001 年度の約 296 万人から、2010 年

度は約 281 万人と減少しており、「生活中心都

市への転入者数」についても、2001 年度の約

13.8 万人から徐々に減少し、2010 年度は約

10.0 万人となっている。 

 

 

 

 

②生活文化交流軸の形成 

本圏域の「生活中心都市への通勤者数」は、圏域全体で約 36 万人となっている。また、「県内旅

客流動人員数」は、県別ではばらつきがあるものの、圏域全体では減少傾向にある。 
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【プロジェクト概要】 
多自然居住地域を中心として、豊かな自然とそれを背景とした地域文化の下、価値観や生活

様式の多様化に応じた、ゆとりある居住環境と都市的サービスを兼ね備え、多様なライフスタ

イルが実現できる圏域の形成を目指して、生活中心都市における生活支援機能の充実・強化や

にぎわいの再生を図ることにより、生活支援機能の維持・向上を実現する基礎生活圏の形成を

図る。また、生活・文化・活動面での一体化を促進するため、これらを有機的に結ぶ生活文化

交流軸の形成を促進する。 

九州圏全体 約 36 万人 
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指標「生活中心都市への転入者数」 

出典）「住民基本台帳移動報告 」総務省 
※九州圏の生活中心都市における他市町村からの転入者数。(基幹都市圏

及び拠点都市圏の中心的都市を除く) 

指標「生活中心都市への通勤者数」 

出典）「国勢調査(2005)」総務省 

※他市町村からの生活中心都市への通勤者数（基幹都市圏及び拠点

都市圏の中心都市を除く）
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指標「県内旅客流動人員数」 

出典）「旅客地域流動調査」国土交通省 
※県内における旅客流動人員数 
※旅客自家用車による旅客流動人員数を除外して集計 

（2010 年度より旅客自家用車が調査対象から除外されたので、2010

年度の集計手法に合わせて全年度データを作成している。) 
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５－２ 誰もが安心とゆとりを実感できる子育て・生活環境の形成 

  
 
 
 
 
 
（１）指標による状況把握 

①安心して子どもを生み育てることができる環境の形成 

本圏域における「合計特殊出生率」について、年次推移では 2004～2005 年あたりまでは減少傾

向にあったが、その後増加傾向に転じている。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②誰もが安心して暮らせ活動できる環境の形成 

本圏域の「駅施設のバリアフリー化」については、段差解消施設等の整備水準にばらつきが生じ

ている。また、乗合バスのバリアフリー適合車の導入割合についても、圏域内において整備水準に

ばらつきが生じている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プロジェクト概要】 
九州圏における人口減少・少子高齢化、核家族化、地域連帯意識の希薄化等の進行に積極的

に対応するため、少子化が進行する中で、地域社会で子育てを支援する体制の充実・強化や妊

娠・出産から子育てまでの医療体制の充実等により、安心して子どもを生み育てることができ

る環境の形成を促進するとともに、子どもから高齢者、障害者まで誰もが安心して暮らせ、活

動できる生活環境を形成していく。 

出典）「人口動態統計月報年計」厚生労働省 

※合計特殊出生率：人口統計上の指数で、１人の女性が一生に産む子どもの数を示す。女性が出産可能な年齢を15歳から

49歳までと想定し、それぞれの出生率を出し、足し合わせることで、人口構成の偏りを排除し、一人の女性が一生に産

む子どもの数の平均を求める。動態統計月報年計」厚生労働省、一人の女性が一生に産む子どもの数の平均を求める。

指標「合計特殊出生率」 
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指標「駅施設のバリアフリー化の実施数の割合」

出典）「段差解消施設・視覚障害者誘導用ブロック・身体障害者用ト

イレ：旅客施設・車両等のバリアフリー化進捗状況」 

九州運輸局（平成22年3月31日時点） 

「移動円滑化基準適合施設：都道府県別バリアフリー情報」国

土交通省ＨＰ 

※交通バリアフリー法に基づく公共交通事業者からの移動円滑化実

績による都道府県別の１日当たりの平均的な利用者数 5,000 人以

上の旅客施設のバリアフリー化の実績数 

※移動円滑化適合施設については、2006 年度の割合 

※（   ）内は各県の旅客施設のバリアフリー化対象施設数。 

ただし、トイレの対象施設数とは異なる。 

指標「乗合バスのバリアフリー適合車の導入割合」

出典）「都道府県別移動円滑化基準適合車両の導入状況」国土交通

省HP（平成23年3月31日時点） 

※乗合バス事業者の総車両数に占める移動円滑化基準適合車両の

導入の割合 
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提供）九州農政局

【農村漁村の６次産業化】 

（２）具体的な取組状況 

農山漁村の再生、活性化を図る取組の一

環として、九州農政局では、農林水産業と

２次産業・３次産業を融合連携させること

により、農山漁村の有する「地域資源」と

食品産業等が連携して、新たな付加価値を

生み出す地域ビジネスや新産業を創出する

「農山漁村の６次産業化」を推進している。

「九州地域６次産業化フォーラム」や「九

州地域６次産業化推進会議」等を開催し、

情報提供を行うなど、その普及啓発に努め

ており、九州管内の「六次産業化法」に基

づく「総合化事業計画」等の認定件数は、

平成 23 年度で 107 件となっている。地元産

の野菜・果物を丸ごと使った惣菜・菓子の開発・販売促進に関する計画や自社牧場生産のジャー

ジー牛乳を利用した乳製品の加工・販売事業計画など、６次産業化に向けた多様な取組が九州各

地で行われている。 

九州経済産業局及び九州農政局では、農業の成長産業

化を推進するため、九州経済連合会、九州地域産業活性

化センターとともに、九州農業成長産業化連携協議会を

平成 24 年３月 19 日に設立した。農商工連携や６次産業

化による農業の成長産業化を図るため、農業生産法人と

大企業・中堅企業を含む他産業（商工業）のビジネスプ

ラン提案及びマッチングイベントとして、「農商工連携

フォーラム」を平成 23 年９月に鹿児島市及び平成 24 年

２月に大分市で開催した。 

熊本県では、平成 21 年度から企業等の農業参入支援に取組んでおり、平成 24 年３月までの３

年間で 50 法人が参入し、53ｈａの耕作放棄地解消や 200 名を超える常用雇用が実現されるなど地

域経済の活性化に寄与している。また、大企業のスケールメリットを活かしたトマトのポットフ

ァーム栽培など新しい栽培方法への挑戦や建設業からの参入による農建連携など農業分野に新風

を吹き込んでいる。さらに、地域ＪＡが農業生産法人を設立し、農業に参入するなど農業分野自

体にも新たな動きが生じている。 

提供）九州経済産業局 

【九州農業成長産業化連携協議会設立総会】 
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 宮崎県では、県内における情報通信格差を是正するため、

携帯電話等の基地局を整備する市町村に対する助成を実

施した。 

また、中山間地域における異常気象時の災害による孤

立集落を解消する取組が実施されている。宮崎県では、

社会資本整備総合交付金を活用して、平成 23 年 12 月に

国道バイパスの一部区間を供用開始し、時間短縮が図ら

れるとともに、災害危険箇所が解消されたことで、安全

で安心な生活環境の改善につながった。 

 

鹿児島県では、集落の維持・存続が危ぶまれる集落が抱

える様々な課題の解決に向けて、市町村やモデル地域の取

組を支援している。モデル地域において、今後の集落のあ

り方（集落合併など）の話し合い活動を中心に課題解決策

や地区の活性化に向けて様々な活動を展開し、平成 23 年

度から集落対策に取組む市町村を支援している。また、薩

摩半島・大隅半島の中で、特に交通基盤整備の遅れや、人

口減少・若年層の減少など地理的、社会的に厳しい条件下

にある半島先端部の地域に対し、優れた自然を生かした観光・交流促進、産業振興対策など地域の

主体的な取組を支援することにより、地域の活性化を図ることを目的として「半島特定地域『元気

おこし』事業」に取組んでいる。本事業を活用して、平成 24 年３月に、両半島の先端部の市町の

特産品を一同に集めた「半島隅くじら元気市」を鹿児島市で開催し、多くの参加者に特産品をアピ

ールすることができた。 

 

（３）プロジェクトの課題と今後の取組の方向 

離島・半島、中山間地域等の地理的制約等の厳しい地域においては、災害時の緊急対応の支援、

医療等社会的サービスの充実、情報通信技術の利活用、地域の特色や地域資源を活用した個性と創

意工夫による地域づくりが図られており、今後も、地域防災機能の拡充、定住支援、定住条件の改

善、交流人口の拡大による活性化、地域の独自色を打ち出した経済活動の支援や基幹産業の振興に

繋がるネットワークの構築などの取組を一層推進していく必要がある。 

 

【半島隅くじら元気市】 

提供）鹿児島県 

出典）総務省 

【基地局イメージ図】 
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７－２ 多様な活動主体を基軸とした地域づくりと地域の担い手育成 

  

 

 

 

 

 

 

 

（１）指標による状況把握 

本圏域における「認定ＮＰＯ法人数」は、2002

年から年々増加し、2011 年には累計で 4,374 法

人が認証されている。単年でみると、2006 年ま

では増加傾向にあったが、その後は減少に転じ

ている。 

なお、全国の認定法人数は、2011 年で 45,146

法人であり、九州圏の占める割合は約 9.7％とな

っている。 

 

 

 

 

（２）具体的な取組状況 

多様な主体の参加の下で地域の創意と工夫に基づく取

組として、熊本県では、平成 23 年度より地域住民や市町

村の自主的な地域づくりを後押しするため、移住定住や雇

用創出、交流拡大等につながる取組に対し、補助金の交付

（74 件に交付）やアドバイザー派遣などの支援をしてい

る。例えば、平成 23 年度支援対象となった宇城市松合地

区の「下萬屋」（したよろずや）では、地域の高齢者が中

心となって、郷土食レストランやまち並み案内など、地元 
の食とまち並みを活かした交流拠点づくりに取組んでいる。市町村や住民・団体等が本事業を活用

して地域づくりを活発化しようとする動きが活性化して、地域の高齢者の生きがいづくり、地域の

魅力向上、交流人口の増大などに貢献している。 
また、上記事業の中では、「文化ｄｅ地域の元気づくりプロジェクト」として、住民主体の文化

活動による地域の活性化やくまもと文化の創造発信も支援しており、補助金の交付（11 件に交付）

や専門家の派遣などを行っている。 
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【プロジェクト概要】 
個性と魅力のある地域社会を創造するとともに、少子高齢化や防犯・防災、居住環境・環境

保全、身近な国土基盤の管理への対応等、地域の活性化や地域で顕在化している様々な課題の

解決を図っていくため、地域住民、ＮＰＯ・ボランティア団体、企業等の多様な主体の参加の

下で、地域の創意と工夫に基づく地域づくりや新たな公による取組を広範囲に展開していくと

ともに、資金の小さな循環の形成等の持続可能な地域づくりの実現に向けた取組を推進するこ

とによって、多様な活動主体を基軸とした地域の創意と工夫に基づく地域づくりを九州各地に

展開していく。 

【郷土食レストラン「下萬屋」メンバー】 

提供）熊本県 

（年） 

出典）「内閣府NPOホームページ」内閣府 
※NPO法人:特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格を取得した

「特定非営利活動法人」の一般的な総称。ここでは、所管庁(事務所が

ある都道府県の知事、ただし、2以上の都道府県の区域内に事務所があ

る場合は、内閣総理大臣)により認証された法人数を計上。 

指標「認証ＮＰＯ法人数」 
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熊本市内の団体における創作劇「青柳」は、ラフカディ

オ・ハーン（小泉八雲）来熊 120 年を記念して、代表作「怪

談」の中の「青柳」をもとに、熊本の能楽や演劇を織り交

ぜた公演が大きな反響を呼び、平成 24 年度には東京公演

も予定されている。これらの取組により音楽や演劇などの

地域文化の発信、地域に伝わる伝統芸能の復活などが促進

され、地域住民の絆の回復、地域文化の再発見、一体感の

醸成、元気づくりなど地域の活性化に大きく貢献している。 
 
大分県では、平成 23、24 年度の２年間、県内ＮＰＯの

自立的活動を支援するため、ＮＰＯ活動のための環境整備

に関する取組と、企業、ＮＰＯ、行政が協働し、地域課題

を解決するモデル的な取組を後押しする事業に取組んで

いる。ＮＰＯ活動の環境整備の取組では、ＮＰＯ等の情報

公開の支援、ソーシャルビジネス支援、市民ファンド創設

支援の３事業に取組んでいる。また、モデル事業の取組で

は、商店街等と連携した子育てひろばの運営等や子育て中

の女性を対象にＣＡＤ操作技術の習得支援を行い、Ｓ 
ＯＨＯ※１を可能とする仕組みづくり等７事業に取組んでいる。 

 
鹿児島県では、「人と自然と地域が支え合うみんなで創

る農村社会」を目指して、「共生・協働の農村（むら）づ

くり運動」を展開しており、県内各地で直売所を活用した

地産地消の取組や地元農産物を生かした加工品づくり、農

村環境の保全など地域の活性化に向けた取組を進めてい

る。こうした中、さつま町の久富木区公民館の活動が、多

くの住民が参加するむらづくりの体制が整備されている

こと、区民の合意形成に大きな役割を果たしている「久富 

木区新聞」の発行に継続して取組んでいること、直売所の運営等により高齢者の生きがいづくりに

取組んでいることなどが高い評価を受け、平成 23 年度農林水産祭むらづくり部門において、日本

農林漁業振興会会長賞を受賞している。 

【「久富木区新聞」】 

提供）鹿児島県 

【子育てひろばの開設（豊後高田市）】 

提供）大分県 

提供）熊本県 

【創作劇 青柳】 
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同じく、鹿児島県では、今後とも高齢化の進行が見込ま

れる中で、地域社会の活力を維持していくため、「共生・

協働の地域社会づくり」の担い手として期待される「団塊

の世代」を中心としたシニア世代が、その豊富な知識や経

験・技能を生かして社会参加するとともに、引き続き活躍

できるような環境整備を図ることを目的として、平成 23

年度には、シニア世代の社会参加のあり方、支援方策等に

ついて、協議・検討を行う「いきいきシニア活動推進検討

委員会」の設置や、シニア世代の社会参加の「きっかけづ

くり」、「仲間づくり」等を支援する「地域デビュー体験プ

ログラム」を実施し、県内の社会貢献活動団体が行う地域

活動、ボランティア活動、交流活動等の視察・体験ツアー

などを行った。また、平成 24 年１月から「かごしまシニ

ア応援ネット」のホームページの開設やメールマガジンの

配信、「地域デビュー支援ガイドブック」の作成・配付に

より、シニア世代の社会貢献活動等に関する各種情報を提

供するなど、シニア世代の社会参加の促進を図った。 
 
※１「Small Office Home Office」の略称。情報通信を活用して自宅や小規模事務所等で仕事を行う独立自営型就労のこと。 

 
（３）プロジェクトの課題と今後の取組の方向 

少子高齢化や、くらしの安全・安心、居住環境・自然環境保全等、地域の活性化や地域で顕在化

している様々な課題の解決を図っていくため、地域の社会的課題を解決しようとする地域住民、Ｎ

ＰＯ団体、シニア世代などの多様な主体の参加による先導的な取組の推進、活動環境の形成が図ら

れており、今後も、多様な活動主体の参加による地域の創意と工夫に基づく地域づくりや担い手育

成の取組を一層推進していく必要がある。 
 

【地域デビュー支援ガイドブック】 

提供）鹿児島県 

89



３ 各戦略目標の達成状況について 

広域計画に掲げたそれぞれの戦略目標の達成状況の把握は、平成 21～25 年度に取り組んだ関係

プロジェクトの進捗状況を踏まえて、平成 25 年度の推進状況の取りまとめの際に行うものとする。 

 

 

本計画については、平成 21 年８月に決定されて以降、本計画に掲げる７つの戦略目的を達成す

るために、多様な主体により、様々な取組が各地で進められているところであり、継続して各関係

機関における広域的な取組を通じてより一層の連携・協力を図り、３つの「新たな九州像」の実現

に向けて、戦略を展開していくことが重要である。 

 また、今後の取組においては、過去に例をみない未曾有の災害である「東日本大震災」からの速

やかな復旧・復興、及び今後発生が懸念される広域かつ大規模な災害に対する九州圏並びに全国各

圏域における安全・安心の確保という観点から、多様な主体による広範な連携・協力のもと、広域

的な取組を推進していくことが強く求められている。 

 

 

 

 

                                                          以 上 

総括的な評価 
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